
令和５年度第２回越前市地域公共交通会議 

 

議 事 次 第 

 

日 時 令和５年１２月２７日(水) 午前１０時から 

会 場 越前市役所 大会議室（３階） 

 

１ 新任委員紹介 

 

２ あいさつ 

 

３ 報告事項 

 (1) 市民バス・デマンド交通実証実験の利用状況について       【本編Ｐ３】 

 

４ 協議事項 

 (1) シャトルバス運行について                         【本編Ｐ７】 

 (2) 第一次デマンド交通実証実験の延長について               【本編Ｐ１５】 

 (3) 路線バス「武生越前海岸線（安養寺経由）」の廃止について    【本編Ｐ１７】 

 (4) 市民バス停留所の変更について（桂町・安養寺町）         【本編Ｐ２０】 

 

５ その他 

 (１) 地域公共交通計画の策定について                     【本編Ｐ２４】 

 

 

以上 
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【報告事項１】 

市民バス・デマンド交通実証実験の利用状況について 

 

１ 市民バス利用者数の推移（令和５年４月～１１月）について 

（１）エリア別利用者数の推移 

今年度の市民バスの利用者数を前年度同期実績と比較すると、武生エリアにおいては

４．５％の増加、今立エリアにおいては９．７％の減少となり、全体では３．１％の増

加の３４，１１７人の利用となっており、利用者は路線全体で増加に転じている。ただ

し、令和元年度同期実績と比較すると１０，７３３人の減少となり、コロナ禍前の水準

までの回復には程遠い結果となっている。 

 

＜市民バス利用者数の状況＞ ＊別冊Ｐ１参照 

 R1.4～11 月 R4.4～11 月 
(Ａ) 

R5.4～11 月 
（Ｂ） 

増減 
（Ｂ）－（Ａ） 

市民バス 
武生 41,879 29,808 31,146 1,338 ＋4.5％ 

今立 4,311 3,290 2,971 ▲319 －9.7％ 

計 46,190 33,098 34,117 1,019 3.1％ 

（単位：人） 

（２）ルート別利用者数の推移 

今年度のルート別利用者数を前年度同期（４～１１月）実績と比較すると、武生エリ

アでは市街地循環北、市街地循環南、王子保・南、白山・大虫ルートで利用者が増加し

ていた。今立エリアでは、３ルートすべてで利用者が減少しており、特に月尾ルートで

の減少が顕著であった。 

 

＜市民バス利用者数のルートごとの比較＞ ＊別冊Ｐ１～２参照 

 ルート 増減 主な要因 

①市街地循環北 ＋6.8％ 武生駅、ショッピングセンターシピィまでの買い物目

的の利用者が増加している。特に、免許返納者の利用

が増加している。 

②市街地循環南 ＋9.8％ 武生駅、ショッピングセンターシピィ、ワイプラザ武

生南店までの買い物目的の利用者が増加している。特

に、免許返納者の利用が増加している。 

③吉野・大虫 ▲21.9％ 吉野編（▲24.5％）、大虫編（▲16.1％）ともに利用

者は減少している。武生駅前までの買い物や通院目的

の利用者数が減少している。 

④坂口・神山 ▲16.9％ 自家用有償旅客運送実証実験開始に伴い利用者が減少

している。 

⑤王子保・南 ＋9.3％ 武生駅前までの買い物や通院目的の利用者数が増加し

ている。 

⑥国高・北日野 ▲1.4％ 国高編では利用者は増加（+23.7％）しており、武生
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駅前までの買い物や通院目的の免許返納者の利用が増

加している。北日野編では利用者が減少（▲26.7％）

しており、武生駅前までの買い物や通院目的の利用者

が減少している。 

⑦味真野・北新庄 ▲13.0％ 武生駅前までの買い物や通院目的の利用者数が減少し

ている。特に免許返納者の利用が減少している。 

⑧白山・大虫 ＋10.0％ 武生駅前までの買い物や通院目的の利用者数が増加し

ている。特に免許返納者の利用が増加している。 

⑨月尾 ▲39.1％ 通院目的の利用者が著しく減少している。免許返納

者、通常利用の利用がともに減少している。 

 水間 ▲2.7％ 通院目的の利用者が減少している。 

⑪服部 ▲0.6％ 買い物や通院目的の利用者が減少している。 

 

２ デマンド交通実証実験の利用状況について（12 月 15 日現在） ＊別冊Ｐ３～６参照 

【説明会関連】 

〇期間：9/30～12/10（以降も実施中） 

〇回数と参加者数：60回 671 人 

 

【登録者関連】 

〇登録者数：216 人 

〇登録者割合：65 歳以上の女性が最多

（35.2％）。次いで 65 歳以上の男性

（25.9％）。65 歳以上で全体の 67％を占

めている。 

 

【利用者関連】 

〇利用経験者数：36 人 

〇合計利用回数：168 回 

〇平均利用回数：4.6 回／人 

〇1 人での最大利用回数：31 回 

〇利用者割合：65 歳以上の女性が最多 

（33.3％）。次いで 65歳以上の無回答 

（19.4％）65 歳以上で全体の約 7 割を 

占めている。 

〇乗合率：10 月は菊人形会場へ複数人で移動したため、1.83 人となっているが、11 

月 1.06 人、12 月は 1.11 人となっており、乗合の発生度合いはまだ低い状況にある。 

 〇ＯＤデータまとめ：別紙のとおり 

登録者割合 

利用者割合 
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【予約関連】 

〇予約件数と方法の割合：168 件 

 

【利用者の声（説明会等で聞き取り）】 

・時間に縛られないのは便利 

・予約が思ったより簡単だった 

・もっとエリアを広げて欲しい 

・運行する曜日を増やして欲しい 

・停留所を増やして欲しい 

・乗継が面倒。 

・ルールが分かりにくい 

・通院の際に使いにくい 

・8人以上でも使えるようにして欲しい 

 

３ 市民バス利用に対するデマンド運行実証実験の影響 

デマンド交通実証実験の対象エリアとなっている北日野地区、北新庄地区、味真野地

区、粟田部地区、岡本地区を運行する市民バスルートの１０月、１１月の利用実績を昨

年度と比較したところ、以下の表のとおりとなった。本結果からデマンド交通が市民バ

スの利用に与える影響を判定することはできないが、市民バスの利用者数が全体的に増

えている一方で、デマンド交通実証実験エリア内においては運転免許自主返納者を含む

市民バスの利用者数に減少の傾向がみられるため、市民バスからデマンド交通利用への

移行が推測できる。今後市民バス及びデマンド交通の利用実態を調査、比較を進め、効

率的かつ効果的な運行のあり方について検討を進める。 

 

＜令和４年度、５年度の１０月、１１月の市民バス利用者数の比較＞ ＊別冊Ｐ１参照 

ルート名 
10 月 11 月 

R4 R5 R5-R4 R4 R5 R5-R4 

国高・北日野 155 204 ＋49 185 148 ▲37 

味真野・北新庄 153 137 ▲16 149 129 ▲20 

月尾 84 68 ▲16 57 66 9 

水間 201 215 ＋14 282 220 ▲62 

（単位：人） 

 

４ 坂口地区における自家用有償旅客運送実証実験の利用状況 

坂口地区では本年８月２日から実証実験による自家用有償旅客運送を開始し、１１月

末日までの運行実績は以下の表のとおりとなった。４か月間の１日あたりの平均利用人

数は 4.2 人で、実証実験前の７月に運行していた「さかのくち買い物号」の１日あたり

の平均利用人数 2.5 人と比較すると、1.7 倍の増加となっている。利用人数増加の要因

予約関連 
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としては、さかのくち買い物号では行先を買い物に限っていたが、自家用有償旅客運送

実証実験では病院や図書館、中央公園など買い物以外の場所にも利用できるようになっ

たことが大きいと考えられる。 

 

＜自家用有償旅客運送実証実験とさかのくち買い物号の利用者数の推移＞ 

自家用有償旅客運送実証実験 8 月 9 月 10 月 11 月 合計 

運行日数 7 8 9 6 30 

利用人数 21 33 36 37 127 

１日あたりの平均利用人数 3.0 4.1 4.0 6.1 4.2 

         

さかのくち買い物号 7 月 

運行日数 7 

利用人数 18 

１日あたりの平均利用人数 2.5 
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来年３月１６日に開業を迎える北陸新幹線越前たけふ駅と既存の武生駅間を結ぶ二次交
通を運行する。また、大河ドラマ館にもバスが停車し、利便性の高い移動の提供だけでな
く、北陸新幹線開業、大河ドラマを活用した本市の魅力向上を図る。

運賃：500円/回（未就学児無料） 運行開始日：令和6年3月16日（土） 運行時間：毎日7時～22時
運行本数：15本（1本/時間） 車両：小型バス（大河ドラマ館行きはラッピングの予定）
根拠法令：道路運送法第21条第2項による実証運行。将来的には路線化を目指す。

シャトルバス運行について

※ ２月２３日から３月１５日までは、「JR武生駅 ～ 大河ドラマ館」間（ ）において無料シャトルバスを運行します。

NHK大河ドラマ館
（武生中央公園）

武生駅

越前たけふ駅

【凡例】

・・・越前たけふ駅⇒主要ホテル等⇒武生駅（7時～10時、17時～22時）

・・・越前たけふ駅⇒武生駅⇒大河ドラマ館（10時～17時）
・・・武生駅⇒越前たけふ駅（7時～10時、17時～22時）

・・・大河ドラマ館⇒武生駅⇒越前たけふ駅（10時～17時）

・・・停車予定箇所（主要ホテル等）
・・・目的地（駅、大河ドラマ館）

スーパーホテル
（停留所なし）

ホテルクラウンヒルズ

国高一丁目・バロー国高店前
（東部商店街前）

プリンスホテルタケフ

武生楽市従業員駐車場

ホテルルートイン武生インター
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第一次デマンド交通実証実験の延長について 

デマンド交通の周知と利用促進に時間を要することから、さらに半年間の期間延長を行うことで、デマンド交通に対す

る需要の把握と市民バスとの比較を行い、デマンド交通の本格運行を目指す。 

 第一次実証実験（既存） 第一次実証実験（期間延長） 

 期間 R5 年 10 月 16 日～R6 年 3 月 12 日 R6 年 3 月 13 日～9 月 30 日 

②運行曜日 毎週月・火曜日 

毎月第 4 土・日曜日 

毎週月・火・木・土曜日 

 運行時間 8 時～17 時 8 時～17 時 

 予約受付曜日（電話） 毎週日・月・火曜日 

毎月第 4 土曜日 

毎週月～土曜日 

⑤予約受付時間（電話） 9 時～16 時 8 時～17 時 

⑥予約受付日時（WEB） 毎日 24 時間 毎日 24 時間 

⑦予約受付期間 利用希望日の 2 週間前～利用希望日時の 1 時間前 利用希望日の 2 週間前～利用希望日時の 1 時間前 

⑧運賃 一般：同一エリア運賃 400 円 乗継運賃 600 円 

75 歳以上、小中高校生、障がい者、運転免許自主返納者：

同一エリア運賃 200 円 乗継運賃 300 円 

乳児・幼児：無料 

一般：同一エリア運賃 400 円 乗継運賃 600 円 

75 歳以上、小中高校生、障がい者、運転免許自主返納者：

同一エリア運賃 200 円 乗継運賃 300 円 

乳児・幼児：無料 

⑨車両台数 ジャンボタクシー2 台 ジャンボタクシー2 台＋中型タクシー1 台 

⑩エリア エリア A：北新庄、北日野地区を中心としたエリア 

エリア B：味真野、粟田部、岡本地区を中心としたエリア 

エリア A：北新庄、北日野地区を中心としたエリア 

エリア B：味真野、粟田部、岡本地区を中心としたエリア 

⑪事業費（予算） 約 12,000 千円 約 29,000 千円 

※下線部は変更箇所 
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デマンド交通、シャトルバス、地域公共交通計画策定に関するスケジュール
Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

第一次実証実験
∼本格運行

第二次実証実験
∼本格運行

第三次実証実験
∼本格運行

地域交通計画

 地域交通課

年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度
月

新幹線
ハピラインふくい

自家用有償旅客運送
（地元民）

市民バス運行

デ
マ
ン
ド
交
通

越前たけふ駅・武生駅間
シャトルバス

新幹線ダイヤ把握

ハピラインふくいダイヤ把握

北陸新幹線・ハピライン運行

畷町新駅開業

第二次実証実験エリア本格運行（Ｒ７年１０月～）

●第一次デマンド導入判断

●第二次デマンド導入判断

●第三次デマンド導入判断

第三次実証実験エリア本格運行
（Ｒ８年１０月～）

●
第一次実証実験エリア等市民バス検討

●
第二次実証実験エリア市民バス検討

●
第三次実証実験エリア市民バス検討

坂口地区実証実験仕様書決定
車両調達、契約

実証実験（継続）
運輸支局手続き

本格運行前実証実験（有償）実証実験（無償）
本格運行

第一次実証実験エリア本格運行（Ｒ７年４月～）
第一次実証実験エリア本格運行前実証運行

（Ｒ６年１０月～）

福井県嶺北地域公共交通計画策定

市民バスニーズ調査
デマンド交通実態調査
福鉄バス実態調査
住民アンケート

事業者決定 結果集計
・分析

地域公共交通計画策定に向けた基礎調査・計画策定支援

地域公共交通計画、利便増進計画作成

パブコメ

●
活性化協
議会設立

第一次実証実験

※エリア内の市民バスの見直し

第一次交通実証実験継続
（Ｒ６年４月～９月）

第二次実証実験（Ｒ６年１０月～Ｒ７年９月）
※第一次実証実験のエリア拡充や新規エリア

※第二次実証実験のエリア拡充や新規エリア
第三次実証実験（Ｒ７年１０月～Ｒ８年９月）

実証実験（継続）

武生駅～大河ドラマ館シャトル運行
（2/23～3/15）

越前たけふ駅～武生駅～大河ドラマ館シャトル運行
（3/16～12/30）

越前たけふ駅～武生駅シャトル運行
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【協議事項３】 

路線バス「武生越前海岸線（安養寺経由）」の廃止について 

 

１ 対象路線   武生越前海岸線（安養寺経由）たけふ新駅－安養寺－越前岬 

 

２ 運行事業者  福井鉄道株式会社 

 

３ 協議内容   武生越前海岸線（安養寺経由）の全便廃止（平日１便） 

 

４ 運行概要   越前町と越前市市街地を結ぶ生活路線として、通勤・通学を主目

的に、平日の朝夕往復１便を運行。武生越前海岸線には、安養寺

経由のほか、かれい崎から越前町八田地区を経由する八田経由の

２系統がある。 

 

５ 利用実績   １日の利用実績は、越前岬発２人、たけふ新駅発は約１０人。こ

のうち、安養寺経由単独路線における越前市民利用は、越前岬発

１人、たけふ新駅発２名程度。 

 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６見込 

輸送量 0.7 人 1.0 人 1.0 人 1.0 人 

         越前市内においては、定期利用はなく都度利用となっている。た

けふ新駅発の利用客も、越前海岸線（八田経由）利用の方が帰宅

時間に合わせて越前海岸線（安養寺経由）を利用されるケースが

ほとんどである。 

 

６ 廃止理由   最低限の運行回数（往復１回）ながら、運行を継続してきたが、

利用者が増える見込みはなく、運転士の慢性的な不足もあり、こ

れ以上の運行は困難と判断。また、越前市市街地より織田までの

利用が最も多く、この区間は八田経由と重複しており、八田経由

で代替可能。八田経由の維持を図り、安養寺経由を廃止したい。 

 

７ 廃止時期   令和６年３月末日 

 

８ その他    （１）地元協議 

以下の沿線町内と協議し、承認を得ている。 

安養寺町／大虫町／大虫本町 

          

（２）越前町 

地域公共交通会議（１１月２０日開催）にて承認 
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武生越前海岸線路線図（主要停留所のみ抜粋）

越前岬

かれい崎

梅浦

織田

陶芸村口

たけふ新駅武生口

凡例

八田経由運行ルート

安養寺経由運行ルート運行ルート
（廃止路線）

八田経由停留所

安養寺経由停留所

（廃止停留所）

八田経由・安養寺経由重複停留所

呼鳥門

左右

水仙ランド入口

灯台下

玉川

陶芸村

小曽原

中小曽原

金刀比羅前 農業研修所前

安養寺西口 安養寺東口

安養寺

樫津

大虫滝

朝陽台口

大虫神社前

上大虫

下大虫

四目口

村田工場前

新町

八田
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安養寺経由
単独区間

安養寺経由
単独区間

安養寺経由
単独区間

安養寺経由
単独区間
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【協議事項４】 

市民バス停留所の変更について 

  

以下の２つの停留所について変更を行う。 

 

１ 「桂町」停留所 

（１）対象ルート  市街地循環北ルート（第２、４、６、８便） 

（２）変 更 理 由  現在停留所が設置されている箇所の西側の土地所有者から移設

の申し出があったことから。 

（３）変 更 内 容  現在地から約３０ｍ北側の道路沿いに移設する。 

※運行時刻の変更はなし。 

（４）変更予定日  令和６年４月１日 

（５）位 置 図   

 

（６）写   真 

 

   

現在の設置場所① 

現在の設置場所② 

変更予定場所① 

変更予定場所② 

現在の設置場所 

変更予定場所 
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２ 「安養寺」停留所 

（１）対象ルート  白山・大虫ルート 

（２）変 更 理 由  「安養寺」停留所は個人商店前に設置されており市民バス利用

者の待合場所となっていたが、数年前にこの商店が閉店し、待

合に利用できなくなった。利用者から待合場所としても利用で

きる安養寺町集落改善センター前に移設してほしいと申し出が

あったことから停留所を移設し、併せてルートの変更を行う。 

（３）変 更 内 容  現在地から安養寺町集落改善センター前に停留所を移設し、併

せてルートの変更を行う。※運行時刻の変更はなし。 

（４）変更予定日  令和６年４月１日 

（５）位 置 図 

  

（６）写   真 

 

    
 

現在の設置場所 

変更予定場所 

現在のルート 

ルート変更案 

現在の設置場所① 

現在の設置場所② 

変更予定場所① 

変更予定場所② 

現在の設置場所 
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越前市地域公共交通計画策定について ① 令和５年12月２７日
総合政策部 地域交通課

１ 地域公共交通計画とは

２ 計画策定の背景と目的

・令和６年３月に北陸新幹線越前たけふ駅が開業を迎えることから、本市の
公共交通が担う役割がますます重要となる。
・本市では、新幹線駅と並行在来線駅が離れているため、この２つの駅をつ
なげ、観光客やビジネス客が効率よく移動できる交通手段を構築する必要
がある。
・地域交通については、買い物や通院などの移動手段を確保するため、新た
な交通手段であるデマンド交通や自家用有償旅客運送による実証実験運行
を進めており、既存の公共交通との組合せにより、より便利な移動となるよ
う検討していく。
・社会基盤である地域交通について、鉄道、路線バス、市民バス、タクシーな
どをトータルで最適化した、持続可能な地域交通ネットワークの形成を図る
ため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定されている地域
公共交通計画を、越前市公共交通活性化協議会での協議を経て策定し、本
市に適した地域公共交通施策や事業に取組む。

・「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年制定）」に基づく
計画
・地域の移動手段を確保するために、地方公共団体が中心となって、交通事
業者や住民などと作成するマスタープラン（ビジョン+事業体系）
・「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにするもの
・令和２年１１月の法改正において、全ての地方公共団体において、計画策定
や実施を「努力義務」と定める。

３ 計画の位置付け

・越前市総合計画

越前市地域公共交通計画

上位計画 関連計画（周辺交通圏などにおける計画含む）

・越前市都市マスタープラン
（立地適正化計画）

・市観光振興プラン
・第３期越前市中心市街地活性化基本
計画
・福井県並行在来線地域公共交通計画
・福井鉄道交通圏地域公共交通計画

など

福井県嶺北地域公共交通計画

４ 計画期間と対象

（１）計画期間 ５年間 （令和７年度～令和１１年度）

（２）対象区域 越前市全域

（３）計画の対象
市民バス、路線バスなど従来の公共交通のほか、北陸新幹線、並行在来線、デマ

ンド交通、駅間シャトルバス、自家用有償旅客運送、福祉関係の移動サービス、ス
クールバスなど地域の多様な輸送資源を総動員するものとする。
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越前市地域公共交通計画策定について ②

地域公共交通計画・・・協議会を開催し策定

越前市公共交通活性化協議会の設立（R6.5月頃予定）

・根拠法：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第６条第１項
・課題に対応した構成員を選定し、構成する。

比較表 公共交通活性化協議会 地域公共交通会議

根拠法令等 地域交通法（第６条） 道路運送法施行規則（第４条の２）

主宰者 越前市 越前市

目的 地域公共交通計画の作成及び
実施に関し必要な協議

乗合旅客運送の態様に関する事項、
自家用有償旅客運送の必要性及び
対価等に関する事項の協議

対象となる
交通モード

多様な交通モード バス・タクシー（乗合）、自家用有償
旅客運送

５ 公共交通活性化協議会の設立

【構成員（案）】

地方公共団体（国、県）、公共交通事業者等、道路管理者、公安委員会
自家用有償旅客運送事業実施団体、公共交通利用者、学識経験者
その他関係者（団体）等、市

６ 計画策定体制（案）

庁外 庁内

越前市公共交通
活性化協議会

【協議】

庁内会議
【確定】

地域公共交通計画策定
庁内会議 【協議】

（関係課の課長級で構成）

・地域公共交通会議
・タクシー・バス事業者連絡会

【詳細協議】

事務局 ： 地域交通課
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越前市地域公共交通計画策定について ③

１ 計画作成の背景、目的、位置付け、区域、期間など
２ 上位・関連計画の整理
３ 越前市の現状
４ 公共交通の現状

５ 市民意向の把握

６ 現状と課題の整理
公共交通を取り巻く現状と課題の整理
(市民バス、路線バス、タクシー、デマンド交通、自家用有償旅客運送、タクシー、

レンタカー、レンタサイクルなどの現状・問題点を分析し、取り組むべき課題を
整理）

７ 計画の基本的な方針
８ 目標達成に向けた取組み

施策・事業、関係者相互間の連携など

９ 計画の達成状況の評価
計画指標とモニタリング指標
評価と進捗管理

・現在の公共交通ネットワーク（公共交通の整備状況）
・公共交通の利用状況、利用者の意向等
・公共交通の運行経費等

・市民バス乗り込み調査
・市民アンケート結果 など

７ 計画の構成（案）
市民意向の把握（案）

公共交通を取り巻く現状と課題の整理と計画の基本方針の作成に向け、以下
の調査を行う。

１ 市民バス利用者のニーズ調査
市民バスの利用者に対しヒアリング調査を行い、利用状況や市民バスに対

するニーズを把握する。

２ デマンド交通実証実験の実態調査
デマンド交通実証実験の会員を対象にアンケート調査を実施し、利用実態の

把握を行うことに加え、デマンド交通の今後の導入可能性等について検討を
行う。

３ シャトルバスの利用実態調査、ニーズ調査
シャトルバスの利用者に対しヒアリング調査を行い、利用状況やシャトルバ

スに対するニーズを把握する。

４ 福井鉄道路線バスの利用実態調査
既往調査のデータ等を用い、福井鉄道が運行する路線バスの利用実態を整

理する。

５ その他の市内公共交通の利用実態の把握
自家用有償旅客運送、北陸新幹線、並行在来線、福井鉄道福武線などにつ

いて、利用実態を把握する。

６ 市民アンケート調査
市民バス、路線バス、デマンド交通等の利用実態、満足度、今後のあり方に

関する意識調査等の調査を行う。
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越前市地域公共交通計画策定について ④

令和５年度 令和６年度 令和７年度

公共交通活性化協議会
● ● ● ●

地域公共交通計画

市民バス乗り込み調査
市民アンケート

市議会

国・県

骨子案・素案検討

計画案検討

パブコメ

計画案
の報告

●

入札・契約

調査・回収・分析

議員説明会
（５月）

●

【参考】
県嶺北地域公共交通活性化計画策定

協議会
設置

国庫補助
要望（2月）

●

国庫補助
申請・交付決定

●

議員説明会
（11月）

●

８ 計画策定スケジュール（案）

議員説明会
（８月）

●

議員説明会
（2月）

●
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